
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  企業版ふるさと納税                    

Ｑ：企業版ふるさと納税が始まるようです

が、どのような制度なのですか？                              

                                              

Ａ：次のような制度です。 

【解説】 

企業版ふるさと納税の概要は、次のとおり

です。青色申告法人が、地域再生法の改正法

の施行の日から平成32年３月31日までの間に

支出した、地方創生推進寄附活用事業(仮称)

に関連する寄附金が対象になります。 

 ①平成29年３月31日までに開始する事業年度 

  寄附金の合計額の10%をその事業年度に係

る事業税額から、5%をその事業年度に係る

道府県民税法人税割額から、15%をその事業

年度に係る市町村民税法人税割額からそれ

ぞれ税額控除してくれます。ただし、控除

税額はその期の事業税額の20%、道府県民税

法人税割額の20%、市町村民税法人税割額の

20%が上限になります。 

 ②平成29年４月１日以後に開始する事業年度 

  寄附金の合計額の10%をその事業年度に係

る事業税額から、2.9%をその事業年度に係

る道府県民税法人税割額から、17.1%をその

事業年度に係る市町村民税法人税割額から

それぞれ税額控除してくれます。ただし、

控除税額はその期の事業税額の15%、道府県

民税法人税割額の20%、市町村民税法人税割

額の20%が上限になります。 

 なお、①②において、法人税では、法人住

民税から控除しきれなかった金額と寄附金の

10%のいずれか少ない金額(法人税額の5％が

限度)を法人税額から控除してくれます。 
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